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由
利
公
正
と
神
宝
神
社

―
福
井
県
に
お
け
る
明
治
天
皇
準
御
生
祀
の
例
―

⻆

鹿

尚

計

　
福
井
県
福
井
市
の
足あ
す

羽わ

山
に
鎮
座
す
る
式
内
比
定
社
足
羽
神
社

（
足
羽
一
丁
目
）
に
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
数
多
く
の
顕

彰
碑
や
由
緒
碑
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
、
拝
殿
に
向
か
っ
て
左

に
、「
天
壌
無
窮
」
と
題
し
た
石
碑
が
あ
る
。
こ
の
碑
に
は
、
旧

福
井
藩
士
三
岡
石
五
郎
義
由
（
の
ち
八
郎
義
由
）
つ
ま
り
、
明
治

政
府
の
徴
士
参
与
と
な
り
、
明
治
政
府
の
大
綱
「
五
箇
条
の
御
誓

文
」
の
草
案
「
議
事
之
体
大
意
」
を
起
草
し
た
由
利
公
正
（
一
八

二
九
～
一
九
〇
九
）
直
筆
の
撰
文
が
今
に
伝
わ
る
。
も
っ
と
も
「
天

壌
無
窮
」
の
文
字
だ
け
は
、
有
栖
川
宮
熾た

る

仁ひ
と

親
王
の
御
染
筆
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
碑
は
単
独
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
足
羽
神
社

の
境
内
社
と
し
て
鎮
座
し
て
い
た
神み

た

宝か
ら

神
社
の
由
緒
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
社
の
創
祀
由
緒
は
、
由
利
公
正
の
敬
神
尊
皇
の
念
が

非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
今
一

度
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
宝
神
社
は
、
残
念
な
が
ら

昭
和
二
十
年
の
福
井
大
空
襲
で
消
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
こ
の

碑
は
神
宝
神
社
が
存
在
し
た
こ
と
を
後
世
に
伝
え
る
存
在
価
値
を

持
つ
。
も
っ
と
も
唯
一
の
社
の
写
真
が
『
子
爵
　
由
利
公
正
傳
』

（
由
利
公
正
の
主
要
な
伝
記
史
料
は
、
明
治
三
十
五
年
一
月
芳
賀
八
彌
編

『
由
利
公
正
』
八
尾
書
店
刊
・
大
正
五
年
八
月
三
岡
丈
夫
＝
由
利
公
正
長

男
編
『
由
利
公
正
傳
』
三
秀
舎
刊
・
昭
和
十
五
年
四
月
由
利
正
通
＝
由
利

公
正
男
編
『
子
爵
　
由
利
公
正
傳
』
光
融
館
刊
が
あ
る
。
し
か
し
、
神
宝

神
社
の
記
述
は
『
子
爵
　
由
利
公
正
傳
』
の
み
に
あ
る
。）
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
さ
て
、
公
正
撰
の
碑
文
や
『
子
爵
　
由
利
公
正
傳
』
な

ど
に
よ
り
神
宝
神
社
の
創
祀
由
来
を
み
て
み
よ
う
。
明
治
天
皇
の

御
即
位
式
に
お
い
て
、
御ご

用よ
う

掛か
か
りと
し
て
供ぐ

奉ぶ

し
た
公
正
は
、
御
祭

器
の
中
よ
り
御み

鏡か
が
み、
御み

剣つ
る
ぎ、
御み

幣て
ぐ
ら、
五
色
旗
、
御み

簾す

、
舗し
き

物も
の

の
六

随

想
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種
の
神
宝
を
拝
領
し
た
。
公
正
は
こ
の
こ
と
に
感
泣
し
、
御み

旗は
た

幹み
き

を
用
い
て
祠
を
作
り
御
鏡
、
御
剣
を
奉
安
し
て
こ
れ
を
御
神
体
と

し
た
。
そ
し
て
御
祭
神
を
皇
祖
天
照
大
神
と
し
て
神
宝
神
社
と
号

し
、
福
井
市
旧
舟
場
町
（
現
毛
矢
一
丁
目
）
に
あ
っ
た
公
正
の
邸

内
に
安
置
し
て
邸
内
社
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
七
月
に
至
り
、
東
京
府
知
事
（
第
四
代
、
廃
藩
置
県
後
初
代
）

を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
、
再
度
上
京
す
る
に
あ
た
っ
て
、
神
宝

神
社
を
足
羽
神
社
（
当
時
の
社
司
＝
馬
來
田
善
照
）
に
遷
座
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
二
十
二
年
十
一
月
二
日
に
正
し
ょ
う

遷せ
ん

宮ぐ
う

式
が
斎
行
さ
れ
、
由
利
自
身
が
有
栖
川
宮
に
篆
額
の
御
染
筆
を

お
願
い
し
て
、
翌
二
十
三
年
九
月
に
竣
工
、
翌
二
十
四
年
十
一
月

三
日
に
は
建
碑
式
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
典
の
際
、
か
つ

て
御
即
位
式
で
拝
領
し
た
神
服
（
明
治
天
皇
の
御
料
）
も
神
宝
神
社

へ
奉
安
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
公
正
の
和
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。「
神か

む

御み

服そ

に
心
を
そ
め
て
幾い
く

千ち

代よ

か
み
く
に
の
た
め
に
幸さ
ち

い

の
る
ら
む
」（
麝じ
ゃ

香こ
う

間の
ま

祗し

候こ
う

正
四
位
勲
二
等
子
爵
　
藤
原
朝
臣
公
正
）。

そ
の
後
神
宝
神
社
は
足
羽
神
社
の
境
内
社
と
な
り
、
明
治
23
年
の

橋
南
大
火
の
際
も
類
焼
を
免
れ
た
が
、
福
井
空
襲
で
消
失
し
た
。

そ
の
後
境
内
に
「
天
壌
無
窮
」
碑
の
み
が
静
に
歴
史
を
今
に
伝
え

て
い
る
。
神
宝
神
社
の
御
祭
神
は
天
照
大
神
で
あ
っ
た
が
、
明
治

天
皇
の
御
装
束
な
ど
を
御
神
体
と
し
、
明
治
陛
下
御
在
位
中
に
創

祀
さ
れ
た
祠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
天
皇
の
御お

ん

生い
き

霊み
た
まを
祀
っ
た

い
わ
ゆ
る
「
生せ

い

祀し

」（
祀
ら
れ
る
も
の
が
生
前
に
し
て
神
と
し
て
祀
ら

れ
る
こ
と
）
に
近
く
、
生
祀
研
究
で
知
ら
れ
る
加
藤
玄
智
氏
は
、

昭
和
十
三
年
の
明
治
聖
徳
記
念
学
会
で
、「
明
治
天
皇
御
物
奉
祀

の
神
宝
神
社
」
と
題
し
て
発
表
、
明
治
天
皇
の
「
準
御
生
祀
」
と

し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
し
た
。
明
治
天
皇
を
生
祀
し
奉
っ
た
例

は
、
加
藤
玄
智
著
『
本
邦
生
祀
の
研
究
―
生
祀
の
史
實
と
そ
の
心

理
分
析
―
』（
昭
和
九
年
一
月
中
文
館
書
店
刊
）
に
よ
る
と
、
矢
彦
神

社
（
長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
鎮
座
）
境
内
に
明
治
二
十
六
年
に
創

ありし日の「神宝神社」の写真
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祀
し
た
明
治
宮
、
明
治
二
十
九
年
に
広
島
市
榎
町
の
昆
布
商
辻
本

寅
吉
と
同
三
十
七
年
に
、
姫
路
市
同
心
町
の
井
口
巳
之
吉
に
よ
る

邸
内
神
殿
へ
の
奉
祀
、
更
に
同
年
の
富
山
県
泊
町
（
現
朝
日
町
）

の
野
田
健
造
に
よ
る
明
治
天
皇
昭
憲
皇
太
后
両
陛
下
御
真
影
奉
安

殿
で
の
生
祀
の
三
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
由
利
に
よ
る
神
宝
神
社

の
奉
祀
は
、
加
藤
氏
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同

書
に
は
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
昭
和
十
三
年
の
明
治
聖
徳
記

念
学
会
で
の
発
表
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
生
祀
」
の
例
は
、

足
羽
神
社
の
縁
起
に
、
そ
の
創
祀
が
継
体
天
皇
の
御
生
前
に
活い

き

霊み
た
まが
祀
ら
れ
た
も
の
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
ま
た
福
井
藩
士
鈴
木

主
税
が
彼
の
仁
政
に
感
謝
し
た
現
福
井
市
豊み

の
り・
木
田
地
区
の
領
民

に
よ
っ
て
世よ

直な
お
り

神
社
の
祭
神
と
し
て
生
祀
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
お
そ
ら
く
こ
の
様
な
信
仰
形
態
の
影
響
と
継
承
に
よ
っ
て
公

正
も
神
宝
神
社
の
遷
座
を
足
羽
神
社
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
公
正
が
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
に
揮
毫
を
依
頼
し
た
「
天
壌

無
窮
」
碑
篆
書
の
原
本
は
、
福
井
市
下
荒
井
の
篤
志
家
、
廣
場
傳

十
郎
氏
の
発
見
に
よ
り
、
同
家
の
氏
神
八
幡
神
社
の
神
宝
と
し
て

昭
和
五
十
年
十
一
月
三
日
に
奉
納
さ
れ
現
存
す
る
。
同
書
の
軸
裏

に
は
有
栖
川
宮
家
か
ら
公
正
宛
の
送
付
状
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

神
宝
神
社
ゆ
か
り
の
原
資
料
は
、
現
在
は
先
に
述
べ
た
在
り
し
日

の
「
神
宝
神
社
」
の
写
真
と
、
こ
の
書
幅
の
み
に
な
っ
た
（「
御

神
宝
神
社
碑
文
」
原
本
の
大
幅
は
、
昭
和
十
二
年
三
月
十
四
・
十
五
日
、

郷
土
先
賢
遺
徳
顕
彰
會
主
催
の
「
五
箇
條
御
誓
文
奉
戴
七
十
周
年
記
念
　

故
由
利
公
正
子
遺
墨
展
覧
會
出
陳
目
録
」
に
「
某
氏
蔵
」
と
見
え
出
品
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
）。

（
氣
比
神
社
宮
司
・
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
館
長
）

足羽神社境内の「天壌無窮」碑
（足羽神社提供）


